
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

河川を定期的に巡視し、堤防や護岸などの河川管理施設や河川環境等の状況を、月１回程度、

定型様式により報告していただきます。 

 

 
令和８年４月 10 日（金）～令和９年４月 10 日（土） 

 

 
 
長野県が管理する一級河川のうち、防災上及び地域住民の生活上重要な区間 

※詳細は、お近くの建設事務所維持管理課にお問い合わせください。 

 

 
 

令和８年２月 13 日（金）～３月 13 日（金） 

 
 

・必須ではありませんが、対象区間の近隣にお住まいの方 

（概ね４ｋｍ以内）を歓迎します。 

・活動する河川に接する機会が多く、河川愛護に関心を 

お持ちの方 

・活動を実施する意欲のある方 

 
   
 

・「河川モニター応募用紙」（※）に必要事項を記入の上、電子メール、ファクシミリ又は郵便で

該当建設事務所（下記ＵＲＬの「７応募先、問い合わせ先」参照）へお送りください。 

（※）応募用紙は、建設部河川課及び各建設事務所で配布（平日 9:00～16:30）するほか、下記

ＵＲＬからもダウンロードできます。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kasen/infra/kasen/kanri/monitor/index.html 

※活動内容等の詳細は別紙「河川モニター活動について」をご参照ください。 

 

県では、皆さまと一緒に大切な河川を守る活動に取り組んでいます。 

この度、地域の河川を巡視し状況を報告していただく、令和８年度の「河川モニター」

を募集します。 

～ 地 域 の 川 を 守 る 活 動 に 参 加 し ま せ ん か ～ 
「 河 川 モ ニ タ ー 」 を 募 集 し ま す 

（問合せ先） 

担 当 建設部河川課管理調整係 渡邉 

電話  026-235-7308（直通） 

    026-232-0111（代表）内線 3447 

FAX   026-225-7069 

E-mail kasen-kanri@pref.nagano.lg.jp 

長野県（建設部）プレスリリース 令和８年（2026 年）２月５日 

主な活動内容 

活動期間 

モニターをお願いする河川 

募集期間 

応募要件 

応募方法、応募先 

 

長野県は『流域治水』を推進しています！ 

Youtubeで
動画配信中! ～みんなでとりくむ『流域治水』～ 

©長野県アルクマ 

長野県 PR キャラクター「アルクマ」 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kasen/infra/kasen/kanri/monitor/index.html


別 紙 

 

河川モニター活動について 

 

  

 

・ 定期的（月１回以上）に河川を巡視し、堤防や護岸などの河川管理施設等の状況の報告 

・ 日常生活の範囲内で知り得た堤防や護岸などの河川管理施設の異常、河川環境が損なわ

れる事象、河川利用に支障となるような事象等の報告 

・ 沿川住民からの河川に関する要望等の報告 

※報告先は当該河川を所管する建設事務所です。 

※モニターの活動は全て任意の活動であり、その遂行に義務を負うものではありません。 

※謝礼はありません。 

 

  

・ 長野県が管理する一級河川のうち、県水防計画書に定める「重要水防区域」を有する河

川で、地域住民の生活に関連する区域とします。 

・ 1担当区間は概ね３km程度とし、基本２名一組で担当するものとします。 

 ※対象区間については、お近くの建設事務所維持管理課にお問い合わせください。 

 

 

・ 地域に密着した活動や地域構成等を総合的に勘案し、建設事務所で選考します。 

※できる限り担当区間周辺の住民の方とします。（概ね４km以内に居住） 

・ 希望区間の重複等により応募者全員の方が選考されるものではありませんので、あらか

じめ御了承ください。  

・ 選考結果は、３月下旬に郵送等で応募者宛に通知します。  

・ 河川モニターの委嘱状交付及び必要に応じて説明会を、建設事務所で行う予定です。 

 

 

・ 令和７年度は全県で 312名の方々に 116河川で活動していただいております。 

・ 活動中の事故に対応するため、県で傷害保険に加入します。 

モニターの活動内容 

モニターの活動範囲等 

選考方法等 

その他 



 


